
【院内トリアージの実施について】

当院では、救急外来を受診される患者様に対し、

緊急性や重症度を評価し、診療の優先順位を決

定する「トリアージ」を行っております。

この評価は、医師または一定の経験を有する看

護師が行うもので、適切かつ迅速な医療提供を

目的としたものです。

このため、診療報酬点数に基づき「院内トリアー

ジ実施料（300点）」を加算させていただく場合

がございます。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。


